
お知らせ
平成30年7月1日以降、「硫酸コリス
チン」を飼料添加物として含有する
飼料を使用すると飼料安全法違反と
なりますので、ご注意ください。

～飼料添加物「硫酸コリスチン」の指定取り消しについて～
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社飼料事業に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、『飼料及び飼料添加物の成分規格に関する省令等の一部改正通知（平成29年12月28日付け）』が発出さ
れたことにより、牛代用乳への飼料添加物の「硫酸コリスチン」の使用が正式に取り消されました。
弊社の牛代用乳は、平成30年2月13日製造分より飼料添加物の「硫酸コリスチン」の使用を取止めまし
た。
今一度、貴牧場に保管しています弊社の代用乳についてご確認頂きたくお願い申し上げます。
もし製造日が2月12日以前の弊社の商品が有りましたら、適切に廃棄して頂きます様よろしくお願い申

し上げます。
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